
  
  
 
  
  
 
 
 
   
 
 
 
  
 

 

 

 

 

  

 

 

    

  

 

 

 
 

(２０２３.10.30)『電子帳簿保存法改正の概要と対応ポイント』 受講申込書 

 総社商工会議所  行   ＦＡＸ：０８６６－９３－９６９９ 

事 業 所  
                            

T E L  

住 所  
 

（〒    ‐     ） 
F A X  

参加者名  
※複数名お申し込み可能 

※ご記入いただいた情報は、当会からの各種連絡・情報提供のために利用するほか、講習会参加者の実態調査・分析のために利用することがあります。 

申込日(２０２３/       /       ) 

２０２１年度の税制改正で、電子帳簿保存法の要件が

緩和されました。２年間の宥恕期間を経て、２０２４年１

月よりスタートとなります。本セミナーでは、改正電子帳

簿保存法の概要や具体的な対応について分かりやすく

解説いたします。皆様のご参加をお待ちしております。 

 

【 日 時 】２０２３年 １０ 月３０ 日 (月) 

１４：００～１６：００ 

【 定 員 】３０名（先着順） 
(※定員になり次第、締め切らせていただきます) 

1.電子帳簿保存法の改正の概要 

① 電子帳簿保存(区分①)に関する改正内容 

  ② スキャナ保存(区分②)に関する改正内容 

  ③ 電子取引区分(区分③)に関する改正内由 

2.電子取引情報の具体的な保存方法 

  ① 「真実性」の要件をどう満たすか 

  ② 「可視性」の要件をどう満たすか 

3.中小企業での取引データの具体的な保存方法 

  ① まず、お客様から依頼があったら 

  ② 紙で受領している場合どうするか 

  ③ 電子取引でデータを受領している場合 

4.宥恕措置終了後(2024年1月1日以降)の具体的対応 

① 改正の背景及びその内容 

② 「やむを得ない」事情とは 

③ 宥恕措置の実務への影響 

5.質疑応答 

【 受講料 】  無 料 (会員・非会員問わず) 

< 講 師 > 

星
ほ し

 叡
ただし

 氏 
税理士法人トリプル・ウイン顧問 

税理士 行政書士 
 駒澤大学大学院経営経済学研究科 卒業後 公認会計士事務所・税理士

事務所勤務を経て昭和５６年５月：星晴喜税理士事務所開業、実務経験を積
みながらクライアントを増やし、傍ら全国の法人会・経済団体の研修講師として

も活躍の場を広げ、現在は“誰もが避けて通れない相続”をメインテーマにコン

サルティングや講演活動を精力的に行っている。 
 

 

【 会 場 】総社商工会館４０１会議室 
(総社市中央６－９－１０８) 

■お申込み方法 

  下記申込書に必要事項をご記入頂きＦＡＸにてお申し込みか、 

  右記QR コードよりお申込みください。 

 

■お問い合わせ 総社商工会議所(TEL0866-92-1122) 

 

    総社商工会議所 

【 対 象 】 中小・小規模事業者 

 


